
 

物品販売許可申請書 
 

令和   年   月   日 

 

（一財）太田市文化スポーツ振興財団 

理 事 長              様 

                     【申請者】 

 

住  所                     

                   
団 体 名                     

                   
代表者名                     

                   
担当者名                      

               
担当者電話番号                  

 
次のとおり、物品販売許可について申請いたします。 

 

会    場 □太田市民会館  □太田市新田文化会館  □太田市藪塚本町文化ホール 

公   演   名  

公  演  日 令和     年     月      日（      ） 

販 売 物 品 

物 品 名 単 価 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

販売許可条件 

１． 物品販売許可申請書を実施会場へ提出すること。（太田市文化施設条例第 14条による） 

※ 提出期限：公演３日前 

２． 販売終了後、（一財）太田市文化スポーツ振興財団へ販売総売上の１０％を販売

手数料として納めること。 

文化課長 係 長 係 
決裁 

令和    年    月    日 

専決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり承認してよろしいですか。 
 

令和    年    月    日 
 

発議者 
 

職 名 

氏 名                                      ㊞ 
 

※ 料金受領後、領収書のコピーを添付 


